


【国保】 
 

J-63 鎖骨又は肋骨骨折固定術、胸部固定帯加算（併算定） 

 

《令和 6 年 12 月 5 日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、鎖骨又は肋骨骨折固定術と胸部固定帯加算の併算定は認め

られない。 

 

○ 取扱いの根拠 

 同一部位に絆創膏等を用いた肋骨固定術に加え、簡易なコルセット状の

バストバンド等を用いた胸部固定帯加算を算定することは過剰と整理し

た。 

 


